
松本市告示第２０３号 

 松本市環境負荷低減・土づくり推進事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

松本市長 臥雲 義尚   

 

   松本市環境負荷低減・土づくり推進事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、持続可能な農業の普及促進を図る者が行う有機質肥料、堆肥又

は緑肥を用いた土づくりの取組み等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を

交付することについて、松本市補助金交付規則（昭和３７年規則第１６号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次

に掲げる要件を全て満たす者とする。 

 ⑴ 次のいずれかに該当する者であること。 

  ア 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）の規定による農業経営

改善計画の認定を受けた認定農業者 

  イ 農業経営基盤強化促進法の規定による青年等就農計画の認定を受けた認定

新規就農者 

  ウ 農地法（昭和２７年法律第２２９号）第２条第３項に定める要件を満たし、

農地に関する権利の取得が可能な農地所有適格法人 

 ⑵ 市内に居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市の

住民基本台帳に記録されている者又は市内に主たる事務所若しくは本店を置く

法人であること。 

 ⑶ 市税の滞納がないこと。 

 （補助対象経費等） 

第３条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。 

区分 補助対象経費 補助率及び補助限度額 
   

有機質肥料・

堆肥の購入費

用 

⑴ 肥料の品質の確保等に関する法律

（昭和２５年法律第１２７号）第 

１７条第１項の規定による生産業者

保証票又は輸入業者保証票が付され

た普通肥料のうち、有機質肥料に分

類されるもの又は農林水産物のＪＡ

補助対象経費の３分の

２以内とし、補助限度

額は、５万円とする。た

だし、環境と調和のと

れた食料システムの確

立のための環境負荷低



Ｓに関する資材情報が掲載されてい

るものの購入費 

⑵ 農林水産大臣が指定した特殊肥料

のうち堆肥に分類されるもの、混合

特殊肥料、指定混合肥料、混合堆肥複

合肥料、汚泥肥料及び菌体りん酸肥

料のうち、化学肥料分の含有量が明

らかであるものの購入費 

減事業活動の促進等に

関する法律（令和４年

法律第３７号）に基づ

く環境負荷低減事業活

動実施計画の認定を受

けた者（以下「みどり認

定取得者」という。）に

係る補助限度額は、１

０万円とする。 緑肥種子の購

入費用 

長野県持続性の高い農業生産方式の導

入に関する指針に規定する緑肥作物等

の購入費 

土壌診断に要

する費用 

補助対象者が所有又は管理する農地の

土壌診断に係る経費 
   

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

 （交付申請及び実績報告） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、環境負荷低

減・土づくり推進事業補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）に、次に掲げ

る書類を添えて市長に提出するものとする。 

 ⑴ 対象経費及びその内訳が確認できる書類（領収書の写し、請求書及び通帳の写

し等） 

 ⑵ 購入した有機質肥料、堆肥又は緑肥の成分が確認できる書類（カタログ、生産

業者保証票等） 

 ⑶ 環境負荷低減事業活動実施計画認定書（みどり認定取得者の場合に限る。） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、補助金の交付の申請に当たり、当該補助金に係る消費税仕入控除税額

（当該補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助

率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請するものとする。ただし、

申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限り

でない。 

３ 補助金の交付申請は、同一年度内に１申請者１回限りとする。 

 （交付決定及び額の確定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の交付決定及び補助金額の確定をし、環境負荷低減・

土づくり推進事業補助金交付決定通知書兼確定通知書（様式第２号）により申請者



に通知するものとする。 

 （調査等） 

第６条 市長は、補助金の交付決定の前後にかかわらず、必要があると認めるときは、

調査を行い、申請者に必要な報告又は書類の提出を求めることができる。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第７条 市長は、第５条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当す

ると認めたときは、補助金の交付決定又は補助金額の確定の全部又は一部を取り消

し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることがで

きる。 

 ⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

 ⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の額の確定を受け

たとき。 

 ⑶ この補助金を受けた堆肥等を譲渡し、又は転売したとき。 

 ⑷ その他市長が不適当と認める行為があったとき。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



様式第１号（第４条関係） 

 

環境負荷低減・土づくり推進事業補助金交付申請書兼実績報告書 

 

  年  月  日 

（宛先）松本市長 

                       

申請者 住所             

氏名             

電話            

 

 下記のとおり、環境負荷低減・土づくり推進事業の取組みを実施したので環境負荷

低減・土づくり推進事業補助金を申請し、併せて実績を報告します。 

 

記 

 

１ 申請内容 

対象経費 

事業内容 事業費 
交付申請額 

（事業費×2/3） 

⑴ 有機質肥料・堆肥購入費 円 

 ⑵ 緑肥種子購入費 円 

⑶ 土壌診断費用 円 

合計金額 円 
円 

※ 100円未満切捨て 

同意事項 

□ 私は、環境負荷低減・土づくり推進事業補助金の申請に当たり、市が当 

該申請に係る審査に必要な範囲で、市税に関する公簿、住民基本台帳等を 

閲覧し、又は調査することに同意します。 

□ 私は、補助金の交付後に、交付要件等を満たしていないことが判明した 

 場合や不正等が発覚した場合は、補助金の返還を行います。 

 

２ 添付書類 

 ⑴ 対象経費及びその内訳が確認できる書類（領収書の写し、請求書及び通帳の写

し等） 

 ⑵ 購入した有機質肥料、堆肥又は緑肥の成分が確認できる書類（カタログ、生産

業者保証票等） 

 ⑶ 環境負荷低減事業活動実施計画認定書（みどり認定取得者の場合に限る。） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第５条関係） 

 

環境負荷低減・土づくり推進事業補助金交付決定兼確定通知書 

 

指令第    号  

  年  月  日 

 

       様 

 

松本市長          

 

年  月  日付けで申請があった環境負荷低減・土づくり推進事業補助金に

ついて、下記のとおり交付を決定し、及び補助金の額を確定します。 

 

記 

 

１ 交付申請額                 円 

 

２ 交付決定及び確定額             円 

 

 

 

 


